
 

 

令和元年６月２７日開催 ｢定例公安委員会｣  

 

 

 

１１１   包包包括括括的的的案案案件件件   

〈報告事項〉 

（１）６月２０日、豊島繊維工場における火災の概要 

県警察から、６月２０日に発生した豊島繊維工場における火災の概要について報告

があった。 

 

委員から「４名の方が亡くなり、悲惨な火災だったと思う。避難の状況等を含め、

しっかりと捜査願いたい。」との発言があった。 

 

委員から「日中の火災であったにもかかわらず死者や負傷者が多数出た原因につい

て綿密に捜査していただき、他の工場等で万一火災が発生したときの対策につなげて

ほしい。」との発言があった。 

 

委員から「今回の火災の状況から捜査は大変だと思うが、しっかり取り組んでいた

だきたい。」との発言があった。 

 

（２）タイ王国内アジトにおける有料サイト未納料金名下の特殊詐欺事件の検挙 

県警察から、タイ王国内のアジトにおける有料サイト未納料金名下の特殊詐欺事件

の検挙について報告があった。 

 

委員から「タイだけでなく他の国でも発生し得る事案なので、捜査で得られた情報

を集約し、同様の手口の事案に対しては水際で止められるような方策を確立していた

だきたい。」との発言があった。 

 

委員から「詐欺防止の広報がされているにもかかわらず、被害が後を断たず大変だ

が、新しい防止策等の情報を発信していくしかないのかなと感じる。」との発言があ

った。 

 

委員から「大がかりな仕掛けであることから、被疑者はある程度大きな組織だと思

われる。特殊詐欺の手口がいかに変わろうと、詐欺防止に向けてしっかり取り組んで

いただきたい。」との発言があった。 

 

（３）風営法違反（未成年者への酒類提供）の検挙 



 

県警察から、未成年者への酒類提供に係る風営法違反事件の検挙について報告があ

った。 

 

委員から「未成年者の飲酒を端緒として酒類を提供した飲食店を摘発した好事例で

あり、現場の士気の高さを感じた。このような事件を大きく報道することで酒類提供

者側へのけん制にもなる。」との発言があった。 

 

委員から「未成年者に酒類を提供した者が検挙されたという点が、非常に重要な事

例だと思う。今後も少しでも多く摘発できるよう頑張っていただきたい。」との発言

があった。 

 

委員から「現場の警察官が未成年の飲酒の報告だけで終わらず、更に酒類提供者の

検挙へと導いた機転はすばらしいと思う。罰則により飲食店関係者への自覚を促すだ

けでなく、未成年への指導方法等も考えなければならない。」との発言があった。 

 

（４）令和元年度６月補正予算（案）の概要 

県警察から、令和元年度６月補正予算（案）の概要について報告があった。 

 

委員から「可搬型速度自動取締装置とはどのようなものか。」との発言があり、県

警察から「オービスといわれる速度違反自動取締装置を小型化したもので、取締り場

所の確保が困難な生活道路での取締りを可能とする装置である。」との説明を受けた。 

 

委員から「交通関係の内容が多いが、将来の道路整備状況を見極めた先見性のある

良い予算案だと思う。死亡事故や交通渋滞が少しでも減ることを期待する。」との発

言があった。 

 

委員から「今年度中、これらの予算による効果を発揮させることで、良い結果を出

していただきたい。」との発言があった。 

 

２２２   個個個別別別決決決裁裁裁等等等   

（１） 公文書一部公開決定に関する報告 

警察本部長に対する情報公開請求４件(本年５月２１日、同年６月６日、同月７日付け)

について、公開決定及び一部公開決定の報告を受けた。 

（２） 行政訴訟事件に係る措置 

運転免許取消処分取消請求事件に係る措置について説明を受け、これを決裁した。 

（３） 令和元年５月中の「警察あて苦情」 

令和元年５月中に警察に寄せられた苦情の受理及び処理状況について報告を受けた。 

（４） 交番・駐在所における安全対策の推進状況 

交番・駐在所における安全対策の推進状況について報告を受けた。 

（５） 福井県道路交通法施行細則の一部改正 

福井県道路交通法施行細則の一部改正について説明を受け、これを決裁した。 

（６） 未就学児童及び高齢運転者の交通安全緊急対策 

未就学児童及び高齢運転者の交通安全緊急対策について報告を受けた。 



 

（７） 集団行動に関する許可事務専決状況報告 

令和元年５月中の集団行動に関する許可事務専決状況について報告を受けた。 

（８） 公安委員会あて苦情に係る措置 

公安委員会に寄せられた苦情に係る措置について説明を受け、これを決裁した。 

 

３３３   運運運転転転免免免許許許ののの処処処分分分関関関係係係   

本日（６月２７日）実施した道路交通法違反等に関する意見の聴取等７件の実施結果と

処分内容に関する説明を受け、原案のとおりこれを決定した。 


